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登下校中のヘルメット着用について 

 

 休校措置が解除となり、5 月 25 日（月）から授業再開となりましたが、コロナウイルス

感染防止対応によるマスク着用は欠かせない状況です。さらに、夏季の熱中症対策も考慮し

た結果、このことについて、下記のように対応をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対 応  登下校中のヘルメット着用を帽子に替えてもよいものとする。 

 

２ 理 由  夏の暑さに加え、マスクの着用もしなければならない児童の熱中症を予防 

するため 

 

３ 期 間  5 月 25 日（月）～10 月 30 日（金） 

 

４ 配慮事項  

① ヘルメットを着用しない場合は、必ず帽子を着用する。 

② 家庭において自転車に乗る場合は、頭部を保護するため、必ずヘルメッ

トを着用する。 

③ ヘルメットは、学校において、防災上も必要となるので、自宅にヘルメ

ットを置く場合は、ヘルメットのかわりになるもの（防災頭巾等）をな

るべく早く御用意ください。 

 

 

                    


